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地域医療支援に資する医薬品備蓄共有システム 

（VPCS）機能強化事業へのご参加のお願い 

 

平素より本会の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和７年の薬機法改正では、国民が品質の確保された医薬品に迅速にアクセスし、

安心・安全に使用できる環境を整えることが一層求められており、特に第 1条の 5に

おいて、薬局開設者が関係行政機関と連携し安定供給を図る役割が明確にされていま

す。 

こうした背景を踏まえ、日本薬剤師会は「地域医薬品提供体制強化のためのアクシ

ョンリスト」を示し、薬剤師会が会員・非会員を問わず地域の薬局をつなぐ役割を果

たすことを打ち出しています。福岡県薬剤師会では、この流れを具体化するため、こ

れまで県内の医薬品インフラとして育ててきた VPCS（Virtual Pharmacy Computer 

System）を機能強化し、県内薬局の皆さまに広くご活用いただくことといたしました。 

VPCS は、インターネット上で地域の薬局同士が医薬品の備蓄状況を共有するシス

テムであり、日常の発注・納品情報を活用して地域全体の備蓄状況を把握し、災害時

や供給不安が生じた際にも近隣薬局同士で融通しやすくすることを目的としていま

す。 

今回の機能強化では、これまで本会ホームページで公開していた「福岡県内薬局情

報リスト」を廃止し、休日・夜間の対応状況や在宅医療の体制などの薬局機能情報を 

VPCS 内で一元管理いたします。これらの情報は県民向け検索サイト「ファーマファイ

ンド INFO」と連携し、県民や医療機関が必要なときに必要な薬とサービスにたどり着

けるよう活用してまいります。また、会員薬局だけでなく非会員薬局の情報も取り込

み、地域全体を一体として見える化することを目指します。 

なお、VPCS のご利用にあたり、薬局の皆さまの費用負担は一切ありません。 

つきましては、本事業の趣旨をご理解いただき、福岡県内の医薬品提供体制の見え

る化に向けて、VPCS へのご参加を賜りますようお願い申し上げます。 

 

＜別添＞ 

・別添１：「医薬品の発注・備蓄共有システム（VPCS）」利用申込について 

・別添２：利用申込書兼納品データ提供依頼書および記入例 

・別添３：サービス利用規約 

・別添４：厚生労働省「地域医薬品提供体制構築推進事業」について 

     説明動画（https://vimeo.com/1146432456/301bbface1?share=copy&fl=sv&fe=ci） 

・別添５：VPCS システム概要およびリニューアルについて 

     説明動画（https://vimeo.com/1146432703/324c868f88?share=copy&fl=sv&fe=ci） 

 

＜参考＞ 

・日本薬剤師会ホーム＞日本薬剤師会の活動＞医薬分業について＞地域医薬品提供体

制強化のためのアクションリストについて 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist 



「医薬品の発注・備蓄共有システム（VPCS）」利用申込について 

 

【対象薬局】 福岡県内の全薬局 

【申請方法】 「別添２：利用申込書兼納品データ提供依頼書」をご所属の地区薬剤師会へ提出 

してください。 

【費 用】 登録費・利用料等の費用負担は一切ありません。 

【利用開始】 令和８年１月 15 日締め２月１日利用開始 

       利用申込をされた薬局には、利用開始通知書ならびにユーザーID・パスワードを、 

システム管理会社である SDC ソリューションズ㈱より直接郵送いたします。 

その後も毎月 15 日締め翌月１日利用開始となりますが、15日が土・日・祝日の場 

合は、直前の金曜日締切となります。 

【注意事項】 

すでに VPCS を利用されている会員薬局におかれましては、再申込は必要ございません。 

 

【「福岡県内薬局情報リスト」の取扱いについて】 

本会ホームページで公開しております「福岡県内薬局情報リスト」は、令和８年５月末をもって 

掲載を終了し（報告受付は令和８年１月５日に終了し、以降当該リストの更新は行いません）、以 

降は「ファーマファインド INFO」での情報提供のみに一本化いたします。VPCS により収集された 

薬局機能情報は、県民向け薬局情報検索サイト「ファーマファインド INFO」で公開されます。 

現在、地域支援体制加算、在宅薬学総合体制加算、連携強化加算等、施設基準の算定根拠として、 

「福岡県内薬局情報リスト」への掲載を活用されている場合は、令和８年１月 15 日（木）までに 

VPCS への利用申込をご検討いただきますようお願いいたします。 

 

【今後のスケジュール】 

 

会員薬局 

別添１ 



【利用申込および今後の流れに関するＱ＆Ａ】 

 

①利用料は発生しますか？ 

→ 登録費・利用料等の費用負担は一切ありません。 

 

②現在 VPCS に加入している薬局も新たに申込は必要ですか？ 

→ 不要です。引き続きご利用いただけます。今回の機能強化により休日・夜間の対応状況や 

在宅医療の体制などの薬局機能情報が追加されるため、２月以降に情報の登録および確認を 

行っていただきますようお願いいたします。 

 

③「福岡県内薬局情報リスト」に掲載されていますが、VPCS は利用していません。申込が必要 

ですか？ 

→ 薬局情報の公表を希望する場合は、VPCS の申込が必須です。本会ホームページで公開し 

ております「福岡県内薬局情報リスト」は、令和８年５月末をもって掲載を終了いたします。 

 

④VPCS 機能強化に伴う追加の薬局機能情報は、改めて登録が必要ですか？ 

→ 現在 VPCS にご加入いただいている薬局および令和８年１月 15 日（木）までに利用申込を 

完了した薬局は、「福岡県内薬局情報リスト」に掲載されている薬局機能情報が２月の利用開始 

時点で VPCS にデータ移行されます。２月以降に情報の登録および確認を行っていただきます 

ようお願いいたします。「ファーマファインド INFO」本稼働後、あらためてご案内予定です。 

 

⑤薬局情報の変更を行いたいです 

→ 今後は各薬局でファーマファインドINFOへ表示する薬局情報のメンテナンスが可能となり、

公開可否については任意でご選択いただけます。 

 

⑥VPCS の備蓄検索機能で、自社の在庫を非表示にすることはできますか？ 

→ 任意で非表示にすることはできません。ただし、公開される情報は薬局名、薬剤名、納品 

日データのみで、納入価や数量までは表示されません。 

※本部で医薬品を一括購入し自社で各店舗へ供給している場合の納品データは、検索対象とな

らないケースがございます。 

 

⑦ユーザーIDとパスワードを忘れました 

→ システム管理会社である SDC ソリューションズ㈱サポートセンターへお問い合わせください。 

サポートセンター 0120-917-904 

  （平日 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00 ※土日祝・年末年始は除く） 

 

 ⑧操作方法等を知りたい 

→ システム管理会社である SDC ソリューションズ㈱サポートセンターへお問い合わせください。 

サポートセンター 0120-917-904 

（平日 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00 ※土日祝・年末年始は除く） 

※利用開始後、操作マニュアルをご案内する予定です。 



VPCS 利用申込書兼納品データ提供依頼書

年 月 日

公益社団法人　福岡県薬剤師会　宛

VPCS利用の（　登録　・　変更　・　停止　）申し込み並びに納品データの提供依頼を行います。

1. 企業情報

  (印)

薬剤師会

 あり 　　 なし 　いずれかに☑をつけてください

 あり 　　 なし 　いずれかに☑をつけてください

令和 年 月 1 日

2. 備蓄情報の公開について (VPCSでの備蓄情報公開に同意しない場合のみチェックをつけてください。)

※VPCS での備蓄情報公開に同意いただけない場合、VPCS のご利用が出来ません。

3. バーコードリーダの購入について

購入する 購入しない 　　 いずれかに☑をつけてください

└─ 必要台数 台

※上記金額は、本体価格となります。上記金額とは別途、消費税および地方消費税が発生致します。

≪お支払いについて≫

・商品お届けの際にご請求書を同梱いたしますので商品到着月の翌月末迄に請求書記載の指定口座へお振込みをお願い致します。

　(恐れ入りますが振込手数料はお客様にてご負担をお願い致します)

≪バーコードリーダーの保守について≫

裏面にも記載事項がございますので、必ずご記入ください。

令和

基

本

情

報

フ リ ガ ナ

薬 局 名

郵 便 番 号 所 属 地 区 薬 名

住 所

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

代 表 者 担 当 者

メールアドレス

営 業 時 間

ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ 環 境

利 用 Ｐ Ｃ

利 用 開 始 日

備蓄情報の公開拒否         　 VPCSでの備蓄情報公開に同意しません。

バーコードリーダー

\12,000/台

・無償保証期間につきましては、メーカー出荷後1年間となります。　(故障等の時は、郵送での修理・交換対応)

・無償保証期間を超えての保守対応が必要な場合は、別途有償での対応となります。(故障等の時は、郵送での修理・交換対応)

会員用 別添２



4. 窓口卸について（※窓口卸は　ＥＯＳ発注の卸側手続を行います。）

下記8つの卸より1つを選択ください。（必須項目となります。）

1 5

2 6

3 7

4

5．取引卸並びに納品データ提供依頼先

お取引中の医薬品卸並びに納品データ提供を依頼する卸を選択ください。（複数選択可）

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10

6．稼動開始日について

　　毎月１５日県薬到着分　→　翌月１日稼動開始

7. 納品データの提供について

上記「５」依頼先各社　御中

 (印)

【重要】ご記入の個人情報については、同意がない限り本サービス以外の目的に利用されることはございません。

　　 ※本様式の控えは必ず保管願います。

【提出先】

協力医薬品卸各社 御中（※下記内容は各卸に対し提出を行います。）

株式会社 アステム 株式会社 翔薬

株式会社 アトル 富田薬品 株式会社

アルフレッサ 株式会社 株式会社 宮崎温仙堂商店

九州東邦 株式会社

株式会社 アステム
メディカル一光（福岡支店）
（西部沢井薬品 (福岡支店)）

株式会社 アトル
メディカル一光（久留米営業所）
（西部沢井薬品 (久留米営業所)）

アルフレッサ 株式会社 東和薬品 株式会社

株式会社スカイメディカル九州 富田薬品 株式会社

九州東邦 株式会社 株式会社 宮崎温仙堂商店

株式会社 健将 株式会社　ピーエスシー

株式会社 サンメディク 株式会社九州東和薬品

株式会社 翔薬 株式会社　ピーエスシー（八幡店）

シンコー薬品 株式会社 株式会社　ジェネックス

株式会社メディカル一光
（西部沢井薬品 株式会社）

貴社が保有されている、当薬局への納品データを「SDC-VAN」に送信願います。

薬 局 名

開 設 者

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

ご所属の地区薬剤師会へご提出ください。

                                                                      ※押印なきものは無効です。

担 当 者

住 所

電 話 番 号



VPCS 利用申込書兼納品データ提供依頼書

8 年 1 月 10 日

公益社団法人　福岡県薬剤師会　宛

VPCS利用の（　登録　・　変更　・　停止　）申し込み並びに納品データの提供依頼を行います。

1. 企業情報

  (印)

薬剤師会

 あり 　　 なし 　いずれかに☑をつけてください

 あり 　　 なし 　いずれかに☑をつけてください

令和 年 月 1 日

2. 備蓄情報の公開について (VPCSでの備蓄情報公開に同意しない場合のみチェックをつけてください。)

※VPCSでの備蓄情報公開に同意いただけない場合、VPCSのご利用が出来ません。

3. バーコードリーダの購入について

☑ 購入する 購入しない 　　 いずれかに☑をつけてください

└─ 必要台数 台

※上記金額は、本体価格となります。上記金額とは別途、消費税および地方消費税が発生致します。

≪お支払いについて≫

・商品お届けの際にご請求書を同梱いたしますので商品到着月の翌月末迄に請求書記載の指定口座へお振込みをお願い致します。

　(恐れ入りますが振込手数料はお客様にてご負担をお願い致します)

≪バーコードリーダーの保守について≫

裏面にも記載事項がございますので、必ずご記入ください。

令和

基

本

情

報

フ リ ガ ナ ケンヤクヤッキョク

薬 局 名 県薬薬局

郵 便 番 号 812-0018 所 属 地 区 薬 名 ○○

住 所 福岡市博多区住吉2-20-15

電 話 番 号 092-271-3791

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 092-281-4104

代 表 者 県薬　太郎 担 当 者 県薬　花子

メールアドレス ○○○＠○○.jp

営 業 時 間 月～金　9：00～18：00　土9：00～12：00

ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ 環 境

利 用 Ｐ Ｃ

利 用 開 始 日 8 2

備蓄情報の公開拒否         　 VPCSでの備蓄情報公開に同意しません。

バーコードリーダー

\12,000/台

・無償保証期間につきましては、メーカー出荷後1年間となります。　(故障等の時は、郵送での修理・交換対応)

・無償保証期間を超えての保守対応が必要な場合は、別途有償での対応となります。(故障等の時は、郵送での修理・交換対応)

会員用

SDCソリューションズ
から購入希望の場合
にご記入ください。

記入例



4. 窓口卸について（※窓口卸は　ＥＯＳ発注の卸側手続を行います。）

下記8つの卸より1つを選択ください。（必須項目となります。）

1 5

2 6

3 7

4

5．取引卸並びに納品データ提供依頼先

お取引中の医薬品卸並びに納品データ提供を依頼する卸を選択ください。（複数選択可）

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10

6．稼動開始日について

　　毎月１５日県薬到着分　→　翌月１日稼動開始

7. 納品データの提供について

上記「５」依頼先各社　御中

 (印)

【重要】ご記入の個人情報については、同意がない限り本サービス以外の目的に利用されることはございません。

　　 ※本様式の控えは必ず保管願います。

【提出先】

協力医薬品卸各社 御中（※下記内容は各卸に対し提出を行います。）

☑ 株式会社 アステム 株式会社 翔薬

株式会社 アトル 富田薬品 株式会社

アルフレッサ 株式会社 株式会社 宮崎温仙堂商店

九州東邦 株式会社

☑ 株式会社 アステム
メディカル一光（福岡支店）
（西部沢井薬品 (福岡支店)）

株式会社 アトル
メディカル一光（久留米営業所）
（西部沢井薬品 (久留米営業所)）

アルフレッサ 株式会社 ☑ 東和薬品 株式会社

株式会社スカイメディカル九州 富田薬品 株式会社

九州東邦 株式会社 株式会社 宮崎温仙堂商店

株式会社 健将 株式会社　ピーエスシー

株式会社 サンメディク 株式会社九州東和薬品

株式会社 翔薬 株式会社　ピーエスシー（八幡店）

シンコー薬品 株式会社 株式会社　ジェネックス

株式会社メディカル一光
（西部沢井薬品 株式会社）

貴社が保有されている、当薬局への納品データを「SDC-VAN」に送信願います。

薬 局 名 県薬薬局

開 設 者 県薬　太郎

                                                                      ※押印なきものは無効です。

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 092-281-4104

ご所属の地区薬剤師会へご提出ください。

担 当 者 県薬　花子

住 所 福岡市博多区住吉2-20-15

電 話 番 号 092-271-3791

現在、取引のある卸に
チェックを入れてください。

貴薬局取引先卸より１社
選択ください。選択された
卸が「４」でチェックされた
各社を代表し、ＥＯＳ発注
の手続きを行います。



サービス利用規約 
 

 本利用規約（以下「本規約」といいます）は、公益社団法人福岡県薬剤師会（以下「当法人」といいます。）が提

供する薬剤の発注・備蓄データ等の情報共有サービス「VPCS」（以下「本サービス」といいます。）をご利用頂く医

療機関、薬局等の利用条件について定めるものです。医療機関及び薬局等は、本サービスの利用に先立ち本規約を

確認頂き、これに同意頂いた上でサービスの利用を開始するものとします。 

 

第１条 定義 

本規約における主な用語の定義は、次のとおりとします。 

(1) 「医療機関」とは、本サービスを利用する病院、診療所等をいいます。 

(2) 「薬局等」とは、本サービスを利用する薬局その他の薬剤等を購入して販売を行う会社をいいます 

(3) 「利用者」とは、本サービスを利用する医療機関及び薬局等を総称するものをいいます 

(4) 「薬剤等」とは、医療機関及び薬局等が保有する医薬品及びこれに関連して本サービスで備蓄登録さ

れる物品をいいます 

(5) 「備蓄情報」とは、医療機関または薬局等において保有する薬剤等の種類、購入日等の情報をいいま

す。 

(6) 「提携薬剤師会」とは、当法人の許諾を受けて本サービスの提供を行う当法人以外の薬剤師会をいい

ます。 

(7) 「サービス運営者」とは、当法人の委託を受けて、本サービスの開発・運用を行う第三者をいいます。 

 

第２条 規約の適用及び変更 

1. 当法人は、本規約に基づいて本サービスを提供します。 

2. 当法人は、本サービスに関して個別規定等を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約

の一部を構成するものとします。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に

優先して適用されるものとします。  

3. 当法人は、利用者へ事前に通知することにより、本規約もしくは本サービスの内容等を変更又は一部廃止

することができるものとします。変更後の本規約又は本サービス等は、当法人が適切と判断する方法（ウ

ェブサイト上での表示等の方法は含みますが、これに限定されません。）にて利用者に通知します。本規

約又は本サービスの変更通知後に本サービスの利用を継続した場合、利用者は変更内容に同意したものと

みなします。 

 

第３条 本サービスの提供条件 

1. 本サービスの利用にあたり、利用者は、当法人または提携薬剤師会に対し、利用の申込を行い、当法人又

は提携薬剤師会所定の手続に従い許諾を受ける必要があります。 

2. 本サービスを利用するための通信機器、パソコンその他の情報処理端末、及び一部のサービスの利用にお

いてはインターネットに接続可能な環境が必要となります。これらについては、利用者の費用と責任にお

いて準備するものとします。 

 

第４条 利用料 

利用者の本サービスの利用の対価は無償とします。但し、薬局等については、提携薬剤師会から許諾を受

ける場合においては、提携薬剤師会において別途利用料の定めがある場合には、これに従うものとします。 

 

第５条 利用申込及びサービス提供開始 

1. 利用者は、本規約に同意の上、当法人または提携薬剤師会が定める方法で、申込書を当法人または提携薬

剤師会に提出することにより、本サービスの利用申込みを行うものとします。 

2. 当法人または提携薬剤師会は次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本条第１項の利用申込みを

承諾しない又は当該契約を解除することがあります。 

(1) 虚偽の内容にて申込みが行われた場合 

別添３



(2) 本規約に定める義務を怠るおそれがある場合 

(3) 本サービスの継続的な提供が合理的な理由により困難であると当法人が判断した場合 

(4) その他当法人が本サービスの提供が適当でないと判断した場合 

3. 当法人が申込を承諾したとき、当法人は承諾日または承諾時に当法人が通知する日から本サービスの提供

を開始します。 

4. 利用者は、当法人が付与する本サービスに係るパスワードについて、全面的な管理責任を負うものとしま

す。 

5. 利用者は、アカウント情報を第三者に利用させることはできないものとします。 

6. 利用者は、アカウント情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当法

人に連絡するとともに、当法人からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 

7. 利用者は、アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤または第三者の使用等による損害について責任を

負うものとし、法令により免責が認められない場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとします。 

 

第６条 備蓄情報の登録及び管理 

1. 本サービスは、各薬局等の発注した医薬品に関し、その備蓄情報を継続的に取得・保有します。薬局等は、

本サービスの利用に伴い、当法人及びサービス運営者が備蓄情報を保有することに同意します。 

2. 本サービスは、各薬局等の備蓄情報のうち薬剤の種類及び購入日に関する情報を、他の薬局等及び医療機

関と一定の範囲で共有します。利用者は、本サービスにおいて当法人またはサービス運営者が、備蓄情報

を他の利用者に提供することを承諾するものとします。ただし、サービス運営者が備蓄情報を他の利用者

に提供する場合とは、後 5項の場合及び公的機関からの要請がある場合に限るものとします。 

3. 本サービスで提供される備蓄情報は随時更新されます。ただし 24 時間リアルタイムでの更新までを保証

するものではありません。 

4. 本サービスで提供される薬局等の備蓄情報について、当法人及び運営者がその完全性を保障し備蓄が確保

できることを保証するものではありません。利用者において緊急に薬剤等が必要になる場合には個別に薬

局、医療機関等にご照会ください。 

5. 当法人は、災害等の場面において生命・身体の保護及び緊急的な医療体制の構築のために必要となる場合、

本サービスで取得した備蓄情報その他の情報を、本サービスを利用しない公的機関その他の機関に開示す

る場合があります。利用者は、かかる利用に予め同意するものとします。 

6. 提携薬剤師会が備蓄情報の提供を当法人から受けるか否かについては、提携薬剤師会が利用者に対して本

サービスを提供する場合に個別に定めるものとし、当法人はかかる定めに基づき、提供可能かつ必要な範

囲で備蓄情報の提供を行うものとします。 

 

第７条 利用者による登録情報の取り扱い 

1. 利用者は、本サービスにおいて、薬剤等の取引において関連する医療機関への連絡、その他利用者間の情

報共有のため、医療機関に入通院する患者の情報（バイタルデータ、血圧、体温、投薬されている薬の種

類その他の治療に関する一切の情報）、並びにこれに関連する情報を提供することができます。 

2. 利用者は、前項の情報が個人情報（特に要配慮個人情報）に該当する場合、利用者の判断と責任において、

患者本人から情報提供について適切な承諾を得るものとします。 

3. 利用者は、医療機関等から前 2項の情報を取得した場合には、個人情報保護法及び関連する法令・ガイド

ラインの定めに従い、当該情報を厳格に管理するものとします。また、不要となる情報については、速や

かに廃棄するものとします。 

4. 当法人及びサービス運営者は、利用者が登録した情報の管理、正確性等につき、一切責任を負わないもの

とします。 

 

第８条 情報の管理及び保存 

1. 当法人は、利用者が本サービスで登録した備蓄情報その他のデータの送受信、管理及び保存において、デ

ータの減失、毀損、漏洩、その他本来の目的以外の使用等を防止するために合理的と認められる範囲内で、

組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要な措置を実施します。 



2. 当法人は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの障害に備えるため、当法人の判断により利用者の

本サービスで登録した備蓄情報その他のデータのバックアップを実施することができるものとします。 

3. 当法人は、利用者が本サービスで登録したデータの内容、並びに、その正確性及び適法性等については一

切の責任は負わないものとします。 

4. 当法人は、過去の備蓄情報その他のデータの保存義務を負わないものとします。当法人は過去の備蓄情報、

及び本サービスにおいて取り扱う情報のうち保存期間を経過したデータの削除又は配信を停止することに

より、利用者に生じた損害について一切の責任は負わないものとします。備蓄情報の継続保存が必要となる

場合、利用者は自己の責任において別途管理及び保存するものとします。 

 

第９条 備蓄情報の利用及び提供 

1. 当法人は、備蓄情報を善良な管理者の注意をもって管理し、本条その他において別段の定めがある場合を

除き、利用者による開示の承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用、複製又は第三者へ

の提供は行わないこととします。 

2. 当法人は、次の各号に掲げる場合、備蓄情報またはこれを利用して作成した情報を第三者へ提供すること

があります。 

(1) 備蓄情報を利用して統計情報を作成し、これを利用者を特定できない形式で開示または提供する場合 

(2) 法令に基づく場合 

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合、公衆衛生の向上のために特に必要がある場

合、国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合。これらの場合においては、当法人は利用者と事前に協議のうえ提供の

可否を判断するものとします 

(4) その他当法人が開示を相当であると判断した場合 

 

第１０条 本サービスの一時停止 

1. 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知又は承諾なしに本サービスを一時的

に停止することがあります。この場合、(1)(2)の場合には、事前に本サービスの停止時期を告知するよう

努めるものとします。 

(1) 本サービスを提供するために必要なシステムの定期保守・更新、電気通信設備の保守上又は工事上や

むを得ない場合 

(2) 電気通信事業者又は当法人が指定した業者が電気通信サービスの提供を停止することにとより、本サ

ービスの提供が困難になった場合 

(3) 火災、停電、天災等の不可抗力その他不測の事態により、本サービスの提供が困難になった場合 

(4) 前各号のほか、当法人がやむを得ないと認める事由がある場合 

2. 当法人は、本条に基づく本サービスの停止により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないもの

とします。 

 

第１１条 免責 

1. 当法人は、次の各号の事由により利用者に生じた損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その

他法律上の請求原因の如何を問わず、一切の責任は負わないものとします。 

(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力 

(2) 利用者の設備の障害、又は、本サービス用通信設備等までのインターネット回線接続サービスの不具

合等ユーザーの接続環境の障害 

(3) 本サービス用通信設備等からの応答時間等、通信回線接続サービスの性能値に起因する障害 

(4) 善良なる利用者の注意をもってしても防御し得ない第三者による不正アクセス、アタック又は通信経

路上での傍受 

(5) 当法人が定めるセキュリティー手段等を、利用者が遵守しないことに起因して発生した障害 

(6) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した障害 

(7) その他当法人の責に帰することのできない事由 



2. 本サービスは随時備蓄情報を保存しますが、医療機関における緊急時の医薬品等の備蓄照会に対応するも

のではありません。このような場合は、別途医療機関が適切と判断する方法にて医薬品等の備蓄照会・手

配を行なうものとします。 

3. 当法人は、利用者が本サービスを利用することにより、利用者と第三者との間で生じた紛争について一切

の責任を負わないものとします。 

 

第１２条 禁止事項 

1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。   

(1) リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル、修正、翻訳その他改造行為又はそのお

それのある行為 

(2) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為 

(3) 本サービスの提供を妨害する行為又はそのおそれのある行為 

(4) 第三者のアカウント情報を不正に使用する行為又は使用させる行為 

(5) 本規約に違反する行為又はそのおそれのある行為 

(6) その他当法人が不適切と判断する行為 

2. 当法人は、利用者による本サービスの利用が、前項各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利

用の停止、その他当法人が必要と認める措置を行うことができるものとします。 

3. 当法人は、前項に基づく停止措置をとったことにより発生した直接的、間接的、その他全ての損害につい

て一切の責任は負わないものとします。 

 

第１３条 知的財産権等 

 本サービスの実施並びにその環境を構成する全てのプログラム、ソフトウェア、サービス等に関する所有権、著

作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、当法人またはサービス運営者に帰属します。 

 

第１４条 機密保持 

 当法人は、本サービスの提供に関連して利用者より開示された情報のうち機密である旨が明示された情報につい

て、本サービス遂行の目的以外では使用せず、利用者の事前の同意なくして第三者に対して開示しないものとしま

す。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については機密情報から除外するものとします。 

(1) 利用者から開示を受ける前に、当法人が既に保有していた情報 

(2) 利用者から開示を受ける前に、公知となっていた情報 

(3) 利用者から開示を受けた後に、当法人の責に帰すべからざる事由により公知となった情報 

(4) 当法人が、正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に取得した情報 

(5) 当法人が、開示された機密情報に関係なく、独自に開発した情報 

 

第１５条 提供期間 

 本サービスの提供期間は、本サービスの提供開始から１年間とします。但し、当法人または利用者のいずれから

も更新しない旨の通知がない場合、提供期間は自動的に１年間更新されるものとし、以後も同様に更新されるもの

とします。 

 

第１６条 中途解約 

1. 利用者は、本サービスの利用終了を希望する場合、利用者においては、当法人または提携薬剤師会が定め

る期限・方法で、申込書を当法人または提携薬剤師会に提出することにより、通知を行うものとします。 

 

第１７条 本サービス提供の終了 

利用者に以下の事由が生じた場合、当法人は利用者に対し何らの通知、催告を要することなく、本サービ

スの提供を終了させることができます。この場合、当法人は前記措置により利用者に生じた損害等につい

て、一切の責任を負わないものとします。 

(1) 利用者が本規約に違反したと当法人または提携薬剤師会が判断したとき 



(2) 利用者が届け出ている情報に虚偽又はこれに類する不正確な内容の記載が含まれていると判明した

とき 

(3) 利用者が振り出し、引き受けた手形又は小切手について、不渡り処分を受け、手形交換所の取引停止

処分を受けたとき 

(4) 利用者が差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、又は租税滞納処分を受けたと

き 

(5) 利用者が破産手続開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、又は清

算手続に入ったとき 

(6) 利用者が事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき 

(7) 監督官庁より営業免許もしくは営業登録の取消し、又は営業停止の処分を受けたとき 

(8) 前各号のほか、財産状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき 

 

第１８条 損害賠償 

本サービスが利用者に対して無償で提供されている場合、当法人または提携薬剤師会は、本サービスの提供に

関して、瑕疵等が存在する場合であっても、一切損害賠償義務を負うものではありません。但し、提携薬剤師

会の定めにより本サービスが利用者に対して有償で提供される場合には、当法人または提携薬剤師会は利用者

の請求の法的根拠のいかんに関わらず、請求日から一定期間内に利用者が提携薬剤師会に本サービスの対価と

して支払った総額（月額払いの場合は月額利用料金の１ヶ月分（１２ヶ月間の平均値）に相当する金額を限度

額として賠償責任を負うものとします。 

 

第１９条 権利義務の譲渡禁止 

 利用者は、本規約等に基づく地位および本サービスを利用する権利の全部または一部を、第三者に譲渡、承継、

貸与またはその他の方法で行ってはならないものとします。 

 

第２０条 反社会的勢力 

1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下

「暴力団等」という）には該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将

来にわたっても該当しないことを保証するものとします。 

(1) 暴力団等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当

に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること 

(3) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有

すること 

(4) 役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

2. 当法人は、利用者が前項の表明保証に反していることが判明した場合、又は、新聞報道をはじめとする報

道により、利用者が暴力団等若しくは前項各号のいずれかに該当することが報道された場合には、何らの

通知催告なしに、期限の利益を喪失させ、かつ利用契約を解除することができるものとします。 

 

第２１条 契約条項の分離独立性  

本規約の各条項のうちに無効もしくは有効性に疑義が生じた条項が存在する場合においても、他の条項は引き続

き有効に存続するものとします。 

 

第２２条 準拠法・合意管轄 

1. 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 

2. 本規約又は本サービスに関して紛争が生じた場合には、福岡地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所

として解決するものとします。 

以 上 
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地域医薬品提供体制強化のためのアク ショ ンリ ス ト ～概要～

 

 

 

 

地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストについて（日本薬剤師会HP） https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist
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地域医薬品提供体制強化のためのアク ショ ンリ ス ト
～取組のス テッ プと 実行すべき 具体的事項（ アク ショ ン） ～

STEP①～③のサイクルを継続していくことにより、
地域の医薬品提供体制を計画的に整備・維持する
基盤となる取組とする。

地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストについて（日本薬剤師会HP） https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist

STEP①

Action 1～3

STEP②

Action 4～6

STEP③
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令和７ 年度厚労省 地域医薬品提供体制構築推進事業
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